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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成25年1月10日(2013.1.10)

【公開番号】特開2012-101102(P2012-101102A)
【公開日】平成24年5月31日(2012.5.31)
【年通号数】公開・登録公報2012-021
【出願番号】特願2011-288521(P2011-288521)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ  17/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ  17/12    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年11月16日(2012.11.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空解剖学的構造を治療するための装置であって、
　前記中空解剖学的構造内に挿入できるサイズとされたインプラントを備え、前記インプ
ラントは、細長く、前記インプラントは、半径方向寸法よりも何倍も大きな軸線方向寸法
を有し、前記インプラントは、遠位部分及び近位部分を備え、
　さらに、前記インプラントは、編まれておらず、織られていない、複数の緩い繊維を有
し、前記繊維の各々は、繊維の長さに沿って多数の屈曲部を有し、前記屈曲部の各々は、
前記各繊維が半径方向に圧縮されたとき屈曲角が全体として増大し、繊維は圧縮されてい
ないときよりも大きな軸線方向長さ及び小さな半径方向幅を有し、前記繊維の各々は、１
つまたは複数の生体吸収性材料から形成され、約０．１から約１０デニールであり、
　前記インプラントは、前記中空解剖学的構造内に挿入するのを容易にするために半径方
向に圧縮可能であり、前記インプラントは、半径方向に大きく、半径方向に密度が低い細
長い構造に向けて膨張可能であり、膨張は、半径方向圧縮の量が減少するときの、個々の
繊維の屈曲部が、その非圧縮屈曲角に戻り、繊維の半径方向幅が増加し、長さが減少する
傾向によって容易にされ、前記インプラントは、さらに、内部へ挿入した後、中空解剖学
的構造の内腔に適合し、前記中空解剖学的構造を半径方向に満たすように構成され、
　さらに、前記インプラントの前記遠位部分に固定され、前記インプラントの全長に沿っ
て実質的に平行に延びるテザーを有し、
　前記複数の繊維は、少なくとも約５００本の繊維を有する繊維の細長い束に形成され、
前記束は、前記インプラントを形成するように、長手方向軸線に沿って後方に折り曲げら
れ、前記インプラントは、インプラントの遠位部分に隣接した折り曲げられた端部、及び
前記インプラントの前記折り曲げられた端部から延びる一対の細長いブランチを有し、前
記細長いブランチは、互いに近くに隣接して横たわり、前記インプラントの長さに沿って
互いに平行に延び、
　前記細長いブランチの繊維は、自由に動ことができ、全体として互いに制限し又は拘束
しないように緩いままにされていることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記繊維はランダムに配置されている請求項１記載の装置。
【請求項３】
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　前記繊維はαヒドロキシ酸から形成されている請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記繊維は、ポリグリコール酸、ポリグリコール酸－乳酸共重合体、ポリ乳酸－グリコ
ール酸共重合体、ポリグリコリド－ラクチド共重合体、およびポリグリコリドからなる群
から選択された材料から形成される請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記インプラントは、５００から５００，０００本の繊維を含む請求項１記載の装置。
【請求項６】
　前記繊維は、前記インプラントの近位部分で接合されている請求項１記載の装置。
【請求項７】
　前記テザーは、前記中空解剖学的構造内にあるとき、前記インプラントの移動を制限す
るように構成されている請求項１記載の装置。
【請求項８】
　さらに、前記中空解剖学的構造内に挿入されたとき、前記インプラントを固定するよう
に構成された自己膨張要素を有する請求項７記載の装置。
【請求項９】
　前記テザーは、前記インプラントの近位部分を越えて延びるように構成されている請求
項１記載の装置。
【請求項１０】
　前記テザーは、前記インプラント内に延びる請求項１記載の装置。
【請求項１１】
　前記テザーは、第１の生体吸収率を有する生体吸収性材料から形成され、前記繊維は、
第２の生体吸収率を有する生体吸収性材料から形成され、前記第１の生体吸収率は、前記
第２の生体吸収率と異なる請求項１記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１の生体吸収率は、前記第２の生体吸収率よりも低い請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
　前記繊維は、インプラント実施後２～２４週の生体吸収時間を有する請求項１記載の装
置。
【請求項１４】
　インプラントロック機構をさらに備える請求項１記載の装置。
【請求項１５】
　前記インプラントロック機構は、前記インプラントと結合されたファネルを備える請求
項１４記載の装置。
【請求項１６】
　前記テザーは、さらに、前記インプラントと結合された引き糸を備え、前記引き糸は前
記インプラントを半径方向に膨張するように動作可能である請求項１記載の装置。
【請求項１７】
　前記引き糸は、前記インプラントの少なくとも１つの端部を越えて延びるように構成さ
れている請求項１６記載の装置。
【請求項１８】
　前記引き糸は、前記インプラント内に延びる請求項１６記載の装置。
【請求項１９】
　前記引き糸は、結び目が作られている請求項１６記載の装置。
【請求項２０】
　前記引き糸は、その少なくとも一部に沿って複数の隆起部を備える請求項１６記載の装
置。
【請求項２１】
　前記テザーは、さらに、半径方向膨張性要素を備える請求項１記載の装置。
【請求項２２】
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　前記繊維は、前記中空解剖学的構造内に埋め込まれるときに概ね前記半径方向膨張性要
素の内部に配置される請求項２１記載の装置。
【請求項２３】
　前記繊維は、前記中空解剖学的構造内に埋め込まれるときに概ね前記半径方向膨張性要
素の外部に配置される請求項２１記載の装置。
【請求項２４】
　前記半径方向膨張性要素は、概ね前記インプラントの全長にわたって膨張する請求項２
１記載の装置。
【請求項２５】
　前記半径方向膨張性要素は、概ね前記インプラントの端部に配置されている請求項２１
記載の装置。
【請求項２６】
　前記半径方向膨張性要素は組紐を備える請求項２１記載の装置。
【請求項２７】
　前記インプラントは薬物をさらに含む請求項１記載の装置。
【請求項２８】
　前記インプラントは硬化剤をさらに含む請求項１記載の装置。
【請求項２９】
　前記繊維は、第１の生体吸収率を有する第１の繊維、および第２の生体吸収率を有する
第２の繊維を含み、前記第１の生体吸収率は、前記第２の生体吸収率と異なる請求項１記
載の装置。
【請求項３０】
　繊維の長さに沿う多数の屈曲部が、繊維の長さよりも極めて短い１つまたは複数の距離
だけ前記繊維に沿って間隔をあけている請求項１記載の装置。
【請求項３１】
　前記インプラントの外面は研磨性である請求項１記載の装置。
【請求項３２】
　中空解剖学的構造を治療するための装置であって、
　前記中空解剖学的構造内に挿入できるサイズとされ、細長く、遠位部分及び近位部分を
備えたインプラントを備え、
　さらに、前記インプラントは、編まれておらず、織られていない、複数の緩い繊維を有
し、前記繊維の各々は、繊維の長さに沿って多数の屈曲部を有し、前記屈曲部は、横断方
向に圧縮可能であり、これにより、個々の繊維は、横断方向に圧縮されたときは、圧縮さ
れていないときよりも大きな長さ及び小さな幅を有するように構成され、繊維は、１つま
たは複数の生体吸収性材料から形成され、
　前記インプラントは、前記中空解剖学的構造内に挿入するのを容易にするために横断方
向に圧縮可能であるように構成され、前記インプラントは、内部へ挿入した後、前記イン
プラントが中空解剖学的構造の内腔に長手方向に適合するように構成された大きく、密度
が低く、細長い構造に向けて膨張可能であるように構成され、前記半径方向に大きく、密
度が低く、細長い構造に向けての膨張は、繊維の長さに沿う屈曲部が、圧縮還元に際して
非圧縮形状に弾性的に回復に向かうとき、個々の繊維の横断方向の自己膨張の結果であり
、
　前記複数の繊維は、少なくとも約５００本の繊維を有する繊維の細長い束に形成され、
前記束は前記インプラントを形成するように構成され、細長い繊維は、互いに近くに隣接
して横たわり、前記インプラントの長さに沿って互いに平行に延び、
　前記細長い束の繊維は、自由に動ことができ、全体として互いに制限し又は拘束しない
ように緩いままにされていることを特徴とする装置。
【請求項３３】
　前記繊維はランダムに配置されている請求項３２記載の装置。
【請求項３４】
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　繊維の長さに沿う多数の屈曲部が、繊維の長さよりも極めて短い１つまたは複数の距離
だけ前記繊維に沿って間隔をあけている請求項３２記載の装置。
【請求項３５】
　前記インプラントの外面は研磨性である請求項３２記載の装置。
【請求項３６】
　前記繊維は、第１の生体吸収率を有する第１の繊維、および第２の生体吸収率を有する
第２の繊維を含み、前記第１の生体吸収率は、前記第２の生体吸収率と異なる請求項３２
記載の装置。
【請求項３７】
　前記繊維は、インプラント実施後２～２４週の生体吸収時間を有する請求項３２記載の
装置。
【請求項３８】
　前記インプラントは薬物をさらに含む請求項３２記載の装置。
【請求項３９】
　前記インプラントは硬化剤をさらに含む請求項３２記載の装置。
【請求項４０】
　さらに、前記中空解剖学的構造内にあるとき、前記インプラントの移動を制限するテザ
ーを有する請求項３２記載の装置。
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